
保育間伐（活用型）特記仕様書 
 

１． 作業方法 

（ １ ）  伐採方法については別添事業内訳書により列状間伐によるものとする。 

       事業区内において切り捨てを行う場合は、定性間伐(牛山式間伐法)をするものとする。 

       有用広葉樹（別添）と植栽木が競合し、植栽木が劣勢の場合は、植栽木を伐採する。 

（ ２ ）  伐倒木の伐採高は、特段の指示がない限り基本的には根際とすることとし、残存立木を

損傷しないよう伐倒方向に留意する。 

（ ３ ）  伐倒木の処理について 

       ①歩道及び林道付近では、通行に支障のないよう伐倒木を取り除くものとする。 

       ②急傾斜地では、枝条等の転落防止に努めること。 

       ③必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、樹幹を玉切りするとともに、後続作業の支障       

とならない箇所に集積するか、等高線に平行に存置しなければならない。 

(造林事業請負標準仕様書第 32 条第 4・5 項) 

 

２． 素材運搬 

（ １ ）  素材運搬を行う場合は、貨物自動車運送事業法を遵守すること。 

（ ２ ）  故意又は過失その他請負事業者の責に帰する理由により、運搬中の物件を滅失又は損

傷した場合には森林管理署長の指示することに従い、その物件の代金を納付し、損害を

賠償しなければならない。 

（ ３ ）  素材運搬を行い、私道（県道等）利用する際は、各道路規格に基づく積載量を遵守するこ

ととし運搬による道路の損傷が発生しないよう対策を講じなければならない。それに伴い

万が一損害が発生した際は事業者による修繕等行うものとする。（契約約款第 29 条） 

 

３ ．その他 

（ １ ）  水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分検討

し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。乙の責により汚濁等が発生した場合

は、 乙において汚濁等の除去及び防止並びに下流の関係者への説明を講じなければ

ならない。 

（ ２ ）  境界標を損傷しないよう配慮し確実に保全すること。 

（ ３ ）  上記によりがたい場合は、監督職員の指示に従うものとする。  

 

 

 

 

 

 



別添    

 

有用広葉樹とは、高木性の次の樹種とする。 

 

オニグルミ サワグルミ ドロヤナギ ハンノキ ケヤマハンノキ ウダイカンバ 

シラカバ ダケカンバ ミズメ アサダ クマシデ イヌシデ アカシデ ブナ 

イヌブナ ウバメガシ クヌギ アベマキ カシワ ミズナラ コナラ イチイガシ 

アカガシ ツクバネガシ アラカシ ウラジロガシ クリ スタジイ ツブラジイ 

ケヤキ ハルニレ ヤマグワ ホオノキ コブシ クスノキ タブノキ カツラ 

ウワミズザクラ エドヒガン オオヤマザクラ カスミサクラ ヤマザクラ 

アズキナシ イヌエンジュ キハダ ハナノキ イロハモミジ オオモミジ 

ヤマモミジ コハウチワカエデ ハウチワカエデ ウリハダカエデ イタヤカエデ 

メグスリノキ トチノキ アオハダ シナノキ ミズキ コシアブラ ハリギリ 

ハクウンボク シオジ ヤチダモ アオダモ キリ 

 

※中部森林管理局管理経営の指針より抜粋 



特記仕様書（ 森林作業道作設） 

（中部森林管理局標準例） 

 

本事業で作設する路網は継続的に用いられる森林作業道によること。 

森林作業道の作設にあたっては、路体は堅固な土構造によることを基本とし、構造物は地形・地

質、土質、人家等との位置関係等の条件から、必要な箇所に限定して設置するものとするほか、

下記によること。 

 

記 

 

第１ 路線計画 

  １ 計画 

路線（線形）については、次に配意する。 

①車輌系の作業システムの効率性が効果的に引き出されるよう配置する。 

なお、土砂の流出又は林地の崩壊により下流に被害を生じさせるおそれがある場には、

森林作業道によらない架線集材での作業システムを検討する。 

②地形・地質の安定している安全な箇所を通過するようにする。 

③地形に沿った屈曲線形とする。 

④排水を考慮した波形勾配とする。 

２ 幅員等 

幅員は３ｍまでとする。ただし、林業機械を用いた作業の安全性、作業性の確保から必

要な区間に限って、０．５ｍ程度の余裕を付加することができる。 

３ 縦断・横断勾配及び排水計画 

縦断勾配は、集材又は苗木等の運搬作業を行う林業機械等が、木材等を積載し安全に

上り走行・下り走行ができることを基本とし、概ね１０°（１８％）以下とし、やむを得ない場

合は、短区間に限り概ね１４°（２５％）程度とする。 

また、縦断勾配を緩やかな波状にすることにより、こまめな分散排水を行うこととし、排水

先は安定した尾根部や常水のある沢にする等して、路面に集まる雨水を安全、適切に処理

する。 

横断勾配は、原則として水平とするが、水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷

側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸太等による路肩侵食保

護工、盛土のり面の保護措置をとる。 

なお、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のスリップに よ

る転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避け、原則として水平とする。排

水はカーブ上部の入口付近で行う。（又は、事業終了時にカーブの出口に水切り等を行う。） 

 



第２ 施工 

１ 切土 

切土工は、発生土量の抑制と切土のり面の安定が図られるよう適切に行う。 

切土高は、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し１．５ｍ程度以内に抑えることに努め

る。局所的に切土高が高くなる場合には、土質に応じた切土のり面勾配の工夫や現地に適し 

た構造物の設置等を検討する。 

切土のり面勾配は、管内の施工実績等を勘案し、直切りを原則とする。ただし、土質、地質

に応じては、また、切土高が著しく高くなる場合には、６分、３分（岩石）とする。 

２ 盛土 

盛土については、堅固な路体をつくるため、地山に段切りを行った上で、概ね３０cm 程度

の層ごとにバケット及び履帯を用いて十分に締固める。 

なお、強度を有しない土質の場合は、盛土・地山を区分せず、路体全体を概ね３０cm 程 

度の層ごとに締固め、路体全体としての強度を得る。 

盛土のり面勾配は、概ね１割とする。盛土高が２ｍを超える場合は、１割２分程度とする。 

ヘアピンカーブの盛土箇所では、締固めを繰り返し行ったり、構造物を設けるなどして、 

路体に十分な強度をもたせる。 

盛土の土量が不足する場合は、山側から谷側への横方向での土量調整だけでなく、縦 

方の土量調整も行う。 

３ 構造物等 

構造物は、安全確保の観点や地形・地質等から、必要に応じて設置する。現地発生資 

材を活用した丸太組等について、利用の頻度やコスト等を考慮して選定する。 

４ 伐開 

伐開は、幅員に応じた必要最小限の幅とする。そのため、支障木の伐倒は、安全を確

保した上で、出来る限り森林作業道作設と同時に実施する。 

 

第３ 周辺環境への配慮 

人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象への土砂、転石、伐倒木等が落下しないように

するほか、希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは必要な対策を検討する。 

 

第４ その他 

１ 表土、根株の扱い 

はぎ取り表土や根株を、盛土のり面保護工として利用する場合は、土質、根株の大きさ、

萌芽更新の容易性等を吟味し、地山（心土）を概ね３０㎝の層毎にバケット等で締め固める際 

に、土羽工の一部として用いること。 

なお、表土は植生回復を促すため、上記各層の間の土羽表面に挟み込むようにして十分

締め固める。 

また、根株は表土や地山（心土）等と一緒に十分締め固めるとともに、作業に支障のない 

よう固定する。 

根株を丸ごと路体内に完全に埋設すること等は、締め固めが難しくなるので避ける。 



また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜等から、盛土のり面保護工に向かない 

場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図る。 

２ 事業中断及び終了時 

事業中断及び終了時において、洗掘を防ぐための水切りを登坂部分等に入れる。 

３ その他 

この特記仕様書は、森林作業道作設指針（平成 22 年 11 月 17 日付け 22 林整整第 656

号林野庁長官通知）に基づき、中部森林管理局管内の地形・地質、土質や気象条件、路網

開設実績等を踏まえ、定めたものである。なお、この仕様書に定めのないものについては、

森林作業道作設指針によることを基本とする。 



森林作業道標準横断図

1:
n

1:
n1:
n

切 土 勾 配
土砂　6分

岩　　0～3分

2ｍ以下　1：1.0

2ｍ超　　1：1.2
盛 土 勾 配

※締まった地山の場合直高1.2ｍまで 0分
※切土高1.5ｍ以下

富山県・長野県・岐阜県

2
.0

伐開・除根区域 概ね5.0ｍ以下

※概ね30cm程度の層毎に締め固める

幅員3.0ｍ以下



特記仕様書 

（林地保全に配慮した施業推進） 

 

 森林作業道を作設する場合の製品生産事業の実行にあたっては、特記仕様書（森林作業道

作設）及び森林作業道作設指針に沿って実施しているところであるが、林地保全に配慮した施

業を担保するため、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 

（１）請負者は、森林作業道作設指針に即して特記仕様書（森林作業道作設）を遵守しなけれ

ばならない。 

 

（２）請負者は、作設する森林作業道の路線計画を明示した図面を含めた事業計画を森林管理

署長等に提出し、その確認を受けなければならない。 

 

（３）請負者は、（２）で確認を受けた森林作業道の計画に変更が生じたときは、その変更内容

について森林管理署長等に提出し、その確認を受けなければならない。 

 

（４）森林管理署長等は、路線計画と異なる森林作業道を施工した場合等、請負者の責に帰す

べき事由により、林地崩壊が発生し又は発生する可能性が高い等の林地保全上特に問題

があると認めるときは、請負者の負担において盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置

を命じることができる。この場合において、請負者は森林管理署長等の命に応じ、必要な措

置を講じなければならない。 



特記仕様書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安全確保に資する衛星携帯電話の利用について 

１. 本事業は、安全確保に資する衛星携帯電話の利用に当たって共通仮設費等へ計上する

ことができる。 

２. 請負者は、あらかじめ事業現場の通話状況を確認した上で、利用する衛星携帯電話を

準備しなければならない。 

３. 請負者は、事業計画書提出後に準備した衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場に

おいて現場代理人が所有している携帯電話が通話不可及び衛星携帯電話が正常に通話

できるか監督職員の確認を受けなければならない。請負者は、監督職員が通話に支障

ありと判断した場合は、発注者と請負者で協議し、衛星携帯電話の変更又は利用を中

止するものとする。 

４. 請負者は、衛星携帯電話の利用に当たって、次の事項を事業計画書に記載し、監督職

員の確認を受けるものとする。なお、事業計画書提出時に利用予定がない場合におい

ても、後日利用を希望する際は、同様に取り扱うものとする。 

①衛星携帯電話事業者名 

②衛星携帯電話サービス名 

③衛星携帯電話及びこれに関連する機器類（以下「使用端末等」という。） 

④利用料金 

⑤利用期間（○月○日～○月○日まで） 

⑥本事業以外の事業への供用の有無 

 他事業名（署名・物件名） 

５. 対象とする経費は、１台分のリース代金を原則とする。ただし、リース不可の場合

は、衛星携帯電話の購入代金を基に損料を算出し、発注者と請負者で協議するものと

する。 

６. 請負者は、事業着手日から事業終了日における衛星携帯電話に関する費用の支払証明

書類等を提出するものとする。なお、事業終了日については、事業終了の見込み日を

協議し、別途定めたみなし日とすることも可能とする。 

７. 対象経費の計上に伴う請負金額の変更は、最終変更契約において行うものとする。 

８. 衛星携帯電話を、本事業以外の事業地で共用することは妨げない。ただし、同一期間

に係るリース料金等を本事業以外の請負契約の経費として計上することはできないも

のとする。また、事業途中で本事業以外でも当試行による衛星携帯電話を供用するこ

ととなった場合には監督職員に申し出ること。 



 

 

特記仕様書 

 

熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行について 

 

１ 本事業は、日最高気温又は暑さ指数の状況に応じた熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行を行

う対象事業である。 

 

２ 用語の具体的な内容は、次のとおりである。 

（１）真夏日 

日最高気温が30度以上の日（気象庁が公表している地上気象観測所等の気温）又は暑さ指数（WBGT値）

が25度以上の日（環境省が公表している観測地点の暑さ指数）。 

（２）事業期間 

事業着手日から事業終了日までの期間をいう。なお、年末年始休暇分として６日間、７月、８月又は９

月を含む事業では夏季休暇分として３日間、事業中止期間は含まない（事業期間には不稼働日も含む）。 

（３）真夏日率 

事業期間内の真夏日を事業期間で除した割合をいう。なお、不稼働日は事業期間内の真夏日に含めない

ものとする。 

真夏日率 ＝ 事業期間中の真夏日 ÷ 事業期間 

 

３ 請負者は、契約締結後に提出する事業計画書に、事業期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告

方法を記載し、監督職員へ提出する。 

なお、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。 

 

４ 気温の計測方法については、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表して

いる観測地点の暑さ指数（WBGT値）を用いることを標準とする。 

ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、気象業務法施行規則（昭和27年運輸

省令第101号）第１条の３の表に基づく気象庁以外の者の行う観測の技術上の基準を満たした方法により得

られた事業現場の気温の計測結果又は JISB7922 に準拠した電子式湿球黒球温度指数計（精度区分クラス２

以上）により測定した値を用いることも可とする。 

なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は請負者の負担とするものとする。 

  

５ 請負者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。 

 

６ 発注者は、請負者から提出された計測結果の資料を基に補正値を算出し、現場管理費率等に加算し請負金

額の変更を行うものとする。 

補正値（％） ＝ 真夏日率 × 補正係数※ ※補正係数は1.2とする。 
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